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＜新旧対照表＞ 改訂 5 版 令和 6 年 10 ⽉ 18 ⽇ 
【補⾜事項】※「旧版」から「新版」への⽂章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。
※参考等の法令改正は引⽤先となる「発翰番号」「表題」のみ掲載します。

（旧版）改訂 4 版（令和 5 年 6 ⽉ 26 ⽇） （新版）改訂 5 版（令和 6 年 10 ⽉ 18 ⽇） 
[ 表記・⽤語の統⼀] ※旧版から新版への変更にあたり、「表記・⽤語の統⼀」はありません。 

1 

（旧版） 改訂 4 版（令和 5 年 6 ⽉ 26 ⽇） （新版） 改訂 5 版（令和 6 年 10 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

上から 

6 ⾏⽬ 

9・1 参考資料 ・・・ 

9・2 参考資料 ・・・ 

9・3 参考資料 ・・・ 

⽬

次 

上から 

6 ⾏⽬ 

9・1 参考資料 1 ・・・ 

9・2 参考資料 2 ・・・ 

9・3 参考資料 3 ・・・ 

凡

例 

上から

3 ⾏⽬ 

1. ローラ、ローラーの呼び⽅があるが、本⽂

では「ローラ」で統ーした。

ただし、法条⽂を引⽤している場合には、

法令上の⽤語を使⽤した。

凡

例 

上から

3 ⾏⽬ 

1. ローラ、ローラーの呼び⽅があるが、本⽂

では「ローラ」で統ーした。

ただし、法条⽂を引⽤している場合には、

法令上の⽤語を使⽤した。

（書体変更） 

凡

例 

下から

2 ⾏⽬ 

令：施⾏令：労働安全衛⽣施⾏令 凡

例 

下から

2 ⾏⽬ 

令：施⾏令：労働安全衛⽣法施⾏令 

はじ

めに 

上から

1 ⾏⽬ 

道は⽣活の基盤であり、交易・⽂化交流の要

です。道の種類には、 

はじ

めに 

上から

5 ⾏⽬ 
道は⽣活の基盤であり、交易・⽂化交流の 要

かなめ

です。道には、 

11 上から

3 ⾏⽬ 

 主な振動式ローラの振動輪イラスト図と写

真 1 − 15 〜 1 − 23 を以下に⽰します。 

11 上から

3 ⾏⽬ 

 主な振動式ローラの振動輪イラスト図と写

真 1 − 15 〜 1 − 22 を以下に⽰します。 

21 上から 

7 ⾏⽬ 

1） 平滑⾯（写真 1 − 2 9） 21 上から 

7 ⾏⽬ 

1） 平滑⾯（写真 1− 29）

（書体変更）

27 表 1-2 ③ シリンダ内に空気を吹込む 27 表 1-2 ③ シリンダ内に空気を吸⼊する

36 図 1-19 図1 ー19 コントロールパルプとサーボシリ

ンダ

36 図 1-19 図 1ー19 コントロールバルブとサーボシリ

ンダ

56 上から 

4 ⾏⽬ 

② 作業前に現場をよく調べる。 56 上から 

4 ⾏⽬ 

② 作業前に現地をよく調べる。
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（旧版） 改訂 4 版（令和 5 年 6 ⽉ 26 ⽇） （新版） 改訂 5 版（令和 6 年 10 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
68 表 3-14 （⾚枠を修正） 68 表 3-14  

  
89 図 4-7 （⾚枠を修正） 89 図 4-7  
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（旧版） 改訂 4 版（令和 5 年 6 ⽉ 26 ⽇） （新版） 改訂 5 版（令和 6 年 10 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
97 図 5-4 （⾚枠を修正） 97 図 5-4  

  
99 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・われているのは「締固め度」を求める

⽅法です。この⽅法は、現場で⽤いる材料・・・ 

99 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・われているのは「締固め度」を求める

⽅法です。この⽅法は、施⼯現場で⽤いる材

料・・・ 

107 上から 

9 ⾏⽬ 

（c） 表⾯しゃ⽔型ダムは透⽔ゾーンの上流

⾯に、・・・ 

107 上から 

9 ⾏⽬ 

（c） 表⾯しゃ⽔壁型ダムは透⽔ゾーンの

上流⾯に、・・・ 

119 図 5-19 （⾚枠を修正） 119 図 5-19  

  
128 上から 

9 ⾏⽬ 

5） わきみ運転をしないこと 128 上から 

9 ⾏⽬ 

5）わき⾒運転をしないこと 
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（旧版） 改訂 4 版（令和 5 年 6 ⽉ 26 ⽇） （新版） 改訂 5 版（令和 6 年 10 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
141 法第 31

条の 4 

 注⽂者は、その請負⼈に対し、その仕事に

関し、その指⽰に従がって請負⼈の労働者を

労働させたならば、労働安全衛⽣法令等の規

定に違反することとなる指⽰をしてはなりま

せん。 

141 法第 31

条の 4 

 注⽂者は、その請負⼈に対し、当該仕事に

関し、その指⽰に従つて当該請負⼈の労働者

を労働させたならば、この法律⼜はこれに基

づく命令の規定に違反することとなる指⽰を

してはならない。 

142 上から 

6 ⾏⽬ 

③ 危険⼜は有害な業務に労働者をつかせる

とき⇒（特別教育、表 7− 1）142 ⾴ 

142 上から 

6 ⾏⽬ 

③ 危険⼜は有害な業務に労働者をつかせる

とき⇒（特別教育、表 7− 1） 

149 上から 

10 ⾏⽬ 

第 2 条 ブルドーザー、モーター、グレーダ

ー、スクレーパー、スクレープ・ドー ザ

ー及びローラーは、原動機及び燃料装置に

燃料、冷却⽔等の全量をとう載し、及び当

該建設機械の⽬的とする⽤途に必要な設

備、装置等を取り付けた状態（以下「無負

荷状態」という。）において、⽔平かつ堅固

な⾯の上で、35 度〔最⾼⾛⾏速度 20 キロ

メートル毎時未満の建設機械⼜は機械重量

（無負荷状態における当該機械の重量をい

う。以下同じ。）に対する機械総重量（機械

重量、最⼤積載重量及び 55 キログラムに

乗⾞定員を乗じて得た重量の総和をいう。

以下同じ。）の割合が 1.2 以下の建設機械に

あっては、30 度〕まで傾けても転倒し な

い左右の安定度を有するものでなければな

らない。 

149 上から 

10 ⾏⽬ 

第 2 条 ブル・ドーザー、モーター・グレー

ダー、スクレーパー、スクレープ・ドーザ

ー及びローラーは、原動機及び燃料装置に

燃料、冷却⽔等の全量をとう載し、及び当

該建設機械の⽬的とする⽤途に必要な設

備、装置等を取り付けた状態（以下「無負

荷状態」という。）において、⽔平かつ堅固

な⾯の上で、35 度〔最⾼⾛⾏速度 20 キロ

メートル毎時未満の建設機械⼜は機械重量

（無負荷状態における当該機械の重量をい

う。以下同じ。）に対する機械総重量（機械

重量、最⼤積載重量及び 55 キログラムに乗

⾞定員を乗じて得た重量の総和をいう。以

下同じ。）の割合が 1.2 以下の建設機械にあ

つては、30 度〕まで傾けても転倒しない左

右の安定度を有するものでなければならな

い。 

150 下から 

4 ⾏⽬ 

・・・者が誤って操作するおそれのない操作

部分については、この限りでない。 

150 下から 

4 ⾏⽬ 

・・・者が誤つて操作するおそれのない操作

部分については、この限りでない。 

151 上から 

5 ⾏⽬ 

4 ブレーカの運転室は、その前⾯に、強化ガ

ラスを使⽤し、・・・ 

・・・い。ただし、運転者が安全に昇降でき

る構造となっているものについては、この限

りでない。 

151 上から 

5 ⾏⽬ 

4 ブレーカの運転室は、その前⾯に、安全ガ

ラスを使⽤し、・・・ 

・・・い。ただし、運転者が安全に昇降でき

る構造となつているものについては、この限

りでない。 
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（旧版） 改訂 4 版（令和 5 年 6 ⽉ 26 ⽇） （新版） 改訂 5 版（令和 6 年 10 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
152 上から 

8 ⾏⽬ 

・・・外の⾞両系建設機械にあっては第 4 号、

コンクーリートポンプ⾞にあっては第 5 号か

ら第 7 号まで、ローラー及びレール上を⾛⾏

する⾞両系建設機械にあっては第7 号に掲げ

る事項が表⽰されていないもの⼜は当該事項

に係る書類が備え付けられていないものでも

差しつかえない。 

152 上から 

8 ⾏⽬ 

・・・外の⾞両系建設機械にあつては第 4 号、

コンクーリートポンプ⾞にあつては第 5 号か

ら第 7 号まで、ローラー及びレール上を⾛⾏

する⾞両系建設機械にあつては第 7 号に掲げ

る事項が表⽰されていないもの⼜は当該事項

に係る書類が備え付けられていないものでも

差しつかえない。 

153 上部表 （⾚枠を修正） 153 上部表  

  

154 上から 

1 ⾏⽬ 

9 . 1 参考資料 154 上から 

1 ⾏⽬ 

9 . 1 参考資料 1  

154 別表 

第 7 

（⾚枠を修正） 154 別表 

第 7 
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（旧版） 改訂 4 版（令和 5 年 6 ⽉ 26 ⽇） （新版） 改訂 5 版（令和 6 年 10 ⽉ 18 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
155 上から 

1 ⾏⽬ 

9 . 2 参考資料 155 上から 

1 ⾏⽬ 

9 . 2 参考資料 2 

157 上から 

19 ⾏⽬ 

9 . 3 参考資料 157 上から 

19 ⾏⽬ 

9 . 3 参考資料 3 

 


